
料金項目

要介護度 基本料金 看護体制加算 日常生活継続
支援加算

要介護１ 661 12 46 2,200 1,600 4,519 135,570 140,089
要介護２ 730 12 46 2,200 1,600 4,588 137,640 142,228
要介護３ 803 12 46 2,200 1,600 4,661 139,830 144,491
要介護４ 874 12 46 2,200 1,600 4,732 141,960 146,692
要介護５ 942 12 46 2,200 1,600 4,800 144,000 148,800

料金項目

要介護度 基本料金 看護体制加算 日常生活継続
支援加算

要介護１ 661 12 46 1,310 1,360 3,389 101,670 105,059
要介護２ 730 12 46 1,310 1,360 3,458 103,740 107,198
要介護３ 803 12 46 1,310 1,360 3,531 105,930 109,461
要介護４ 874 12 46 1,310 1,360 3,602 108,060 111,662
要介護５ 942 12 46 1,310 1,360 3,670 110,100 113,770

料金項目

要介護度 基本料金 看護体制加算 日常生活継続
支援加算

要介護１ 661 12 46 1,310 650 2,679 80,370 83,049

要介護２ 730 12 46 1,310 650 2,748 82,440 85,188

要介護３ 803 12 46 1,310 650 2,821 84,630 87,451

要介護４ 874 12 46 1,310 650 2,892 86,760 89,652

要介護５ 942 12 46 1,310 650 2,960 88,800 91,760

料金項目

要介護度 基本料金 看護体制加算 日常生活継続
支援加算

要介護１ 661 12 46 820 390 1,929 57,870 59,799
要介護２ 730 12 46 820 390 1,998 59,940 61,938
要介護３ 803 12 46 820 390 2,071 62,130 64,201
要介護４ 874 12 46 820 390 2,142 64,260 66,402
要介護５ 942 12 46 820 390 2,210 66,300 68,510

料金項目

要介護度 基本料金 看護体制加算 日常生活継続
支援加算

要介護１ 661 12 46 820 300 1,839 55,170 57,009

要介護２ 730 12 46 820 300 1,908 57,240 59,148

要介護３ 803 12 46 820 300 1,981 59,430 61,411

要介護４ 874 12 46 820 300 2,052 61,560 63,612

要介護５ 942 12 46 820 300 2,120 63,600 65,720

④居住費はユニット内の部屋代、器具備品費、光熱水費、燃料費を含みます。

３1日月額

③各種医療費・理髪等に係る費用は別途精算となります。

➄上記以外に、必要な加算体制が整った場合、提供に応じて加算させていただきます。

①上記介護サービスには別途介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ),介護職員等ベースアップ等支援加算を申し受けます。

②紙パンツ・おむつ等の代金は無料となります。

介護保険料（１日あたり） 居住費
（１日あたり）

食費
（１日あたり）

日額合計 ３０日月額

福祉コミュニティ 小矢部あいの風（地域密着型特別養護老人ホーム）料金表

令和5年4月1日

居住費
（１日あたり）

食費
（１日あたり）

日額合計 ３０日月額 ３1日月額

居住費
（１日あたり）

食費
（１日あたり）

日額合計 ３０日月額
介護保険料（１日あたり）

（単位：円）※下記利用料金は介護保険法改定等の場合により、準じて変更する事があります。

・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者第1段階

食費
（１日あたり）

日額合計 ３０日月額 ３1日月額

日額合計 ３０日月額 ３1日月額
居住費

（１日あたり）
食費

（１日あたり）

介護保険料（１日あたり）

介護保険料（１日あたり）

介護保険料（１日あたり）

・第１段階～第３段階以外の方第４段階

・住民税非課税世帯で公的年金収入額＋合計所得金額が80万円超120万円以下の方
・預貯金等が550万円以下の方（夫婦で1,550万円以下の方）第３段階①

・住民税非課税世帯で公的年金収入額＋合計所得金額が80万円以下の方
・預貯金等が650万円以下の方（夫婦で1,650万円以下の方）第２段階

第３段階②
・住民税非課税世帯で公的年金収入額＋合計所得金額が120万円を超える方
・預貯金等が500万円以下の方（夫婦で1,500万円以下の方）

３1日月額

居住費
（１日あたり）


